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叩
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霧

韓

ギ
リ
シ
ャ
の
新
渡
券
銀
行
に

就
い

τ

松

同

孝

~í'. 

ギ
リ
シ
ャ
は
肱
洲
各
闘
が
世
界
大
峨
に
参
加
す
る
前
よ
り
削

ち
-
九
一
二
年
以
来
、
長
く
戦
争
に
依
っ
て
背
め
ら
れ
て
ゐ
た

が
、
そ
の
財
政
経
梢
上
広
於
て
猷
洲
訪
問
忙
於
J

が
如
く
貨
幣

問
掴
を
慈
宮
魁
し
た
の
は
寓
に
一
九
一
九
年
八
月
後
忙
於
て
ピ

あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
内
政
上
の
困
難
占
長
期
に
渉
る
戦
争
主
の

影
響
に
も
拘
ら
十
、
ギ
リ
シ
ャ
の
貨
幣
単
位
ド
フ
ク
ム

2
2・

n
F
E
O
)
は
そ
む
平
償
を
維
持
し
、
就
中
一
九
一
五
年

l
l
一
九

一
七
年
に
於
て
は
.
砂
及
ぴ
弗
に
到
し
て
打
歩
ま
で
生
じ
た
程

で
あ
っ
た
。
此
の
事
は
あ
る
程
度
、

一
九
一

O
年
三
月
の
「
同

雑

録

ギ
9
シ
ヤ
白
新
設
穿
銀
行
に
就
い
て

岩
田 1)

法
It: 
依
てコ
て

成
功
し
-c 
ゐ
る
も
σ〉
で
あ
る
主
ν、
/;1: 
~L 
て
ゐ

る。
併
し
此
の
法
律
に
於
て
た
と
ひ
そ
の
貨
幣
は
平
倒
br
緋
持
し

て
ゐ
て
也
、
そ
れ
は

E
と
ま
で
も
一
八
七
七
年
に
於
て
認
め
ら

れ
た
ギ
リ
シ
ャ
紙
幣
の
強
制
通
用
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
寅
際
に
は
一
九
二
七
年
九
月
十
五
日
の
ジ
ナ
ネ
エ

庁
議
定
書
を
基
礎
と
し
て
新
金
貨
幣
似
他
が
決
定
せ
ら
れ
、
そ

山
新
ド
一
フ
ク
ム
の
先
換
を
規
定
寸
る
止
止
ハ
紅
と
れ
認
の
強
制
品

用
E
底
止
す
る
陀
至
っ
て
、
漸
〈
ギ
リ
シ
ャ
の
貨
縮
問
題
は
根

本
的
忙
解
決
さ
れ
た
占
一
再
へ
る
。
町
九
一
九
二
八
年
五
月
、
ギ

リ
シ
ヤ
は
そ
の
ド
ラ
ク
ム
貨
を
官
金
悦
値
目
犬
凡
十
五
分
の
一

忙
切
下
げ
、
こ
の
新
金
平
債
を
以
て
金
本
位
を
採
用
し
た
の
で

あ
る
。
か
く
て
従
来
一
一
般
二
五
・
二
二
ド
ラ
ク
ム
な
り
し
も
の

が
己
白
結
呆
一
砂
三
七
五
ド
ラ
タ
ム
ル
」
た
っ
た
。

か
〈
の
如
き
ギ

H
V
ヤ
の
貨
幣
問
題
を
説
明
す
る
さ
共
に

F
ラ
ク
ム
白
下
落
を
生
ぜ
る
原
因
、
之
が
快
復
の
待
に
同
闘
が

採
っ
た
手
段
、
及
そ
の
貨
幣
偵
値
安
定
上
忙
於
る
謹
同
友
る
基

礎
は
如
何
た
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
己
主
に
針
す
る
研
究
は

第
二
十

λ
血
管

七
七

第
五
腕

-
一
五

Cfr. Damiris. Le可stememon白air_egrec et le changt:~ Paris， '920.同氏
巳よれば此の有名な怯枠はギり まンキ国立銀行に劃L--r j~替主企&岳平倒陀於
て買ふと共に紙幣を設行L、且つ之を僅少凶手厳料を差引るヰ11場に於て直る
時之に臨す-1õ t!l~~輔を耐過より引上げる地別を興へてゐた也のて'串るが、脚
立銀行は此方法に依って碗世に位替市場を担!11;~ L同時に貨幣疏通1:'5r~力性を

1) 



雑

録

ギ
，
シ
ヤ
白
新
設
券
銀
行
民
就
い
て

苔
々
の
最
も
注
目
す
べ
吉
'
と
こ
る
で
あ
る
ル
」
思
ム
。
併
し
今
は

す
べ
て
此
等
の
諸
問
題
に
は
櫛
れ
な
い
。
唯
E
L
で
は
従
来
ギ

リ
シ
ヤ
の
中
央
後
努
銀
行
で
あ
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
岡
立
銀
行
民
代

っ
て
新
中
央
護
匁
銀
行
占
な
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
在
中
山
と

し
、
そ
の
組
織
並
び
に
そ
の
紙
幣
及
信
用
統
制
同
地
に
刷
れ
て

若
干
逃
ペ
て
日
出
た
い
と
瓜
ム
。

一
九
二
じ
年
六
月
十
問
日
開
際
聯
M
財
政
委
員
曾
比
ギ
リ
シ

ャ
困
立
銀
行

(
E
E
5
5
ロ包

E
Z
F
ι
0
9宵
3
の
有
す

る
椛
肢
を
改
め
、
ギ
リ
シ
ャ
後
第
銀
行
の
機
構
を
し
て
ギ
リ
シ

ヤ
の
経
済
事
情
に
臆
ぜ
し
め
共
の
復
興
に
資
せ
し
め
ん
と
し

1<乙。
抑
ヒ
ギ
リ
シ
ャ
附
立
銀
行
白
取
扱
業
務
は
、
共
信
刷
業
務
の

外
に
一
般
銀
行
業
務
を
も
取
扱
っ
て
ゐ
た
の
で

b
っ
て
、

従
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
閣
立
銀
行
は
そ
の
賛
金
主
同
定
せ
し
め
、
共

第
二
十
八
巻

大

七
七

第
五
挽

額
は
一
九
二

O
洋
に
於
て
二
二
ニ
二
四
・
百
高
ド
ラ
ク
ム
及
一
一
一

回
・
百
高
フ
ラ
ン
で
あ
っ
克
が
、
一
九
一
一
七
年
に
は
丘
、
九
一
二
・

百
高
F
ラ
ク
ム
及
二
百
一
・
百
寓
フ
ラ
y
に
迄
し
た
の
で
あ
る
。

岡
際
嚇
盟
財
政
委
員
舎
は
ギ

V
U
ヤ
の
貨
幣
偵
値
安
定
策

E
決

定
T
る
に
詰
っ
て
、
現
行
法
を
基
礎
と
し
て
ギ
リ
シ
ャ
図
立
銀

行
を
改
正
し
之
に
よ
っ
て
行
ふ
べ
き
で
あ
る
か
、
又
は
と
の
ギ

り
シ
ヤ
闘
立
銀
行
は
専
ら
之
を
商
業
銀
行
し
と
し
て
話
動
世
し
め

護
法
銀
行
は
新
に
之
を
創
設
す
る
を
利
と
す
る
か
と
い
ム
賦
に

此
吉
久
し
く
そ
の
研
究
主
瓦
ね
た
。
そ
の
結
果
第
二
策
が
採
用

せ
ら
れ
、
そ
の
内
容
は
ジ
ュ
ネ
エ
ヴ
時
岡
山
書
に
よ
っ
て
渡
来
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
と
の
擦
に
基
き
.
ギ
H
シ
ヤ
政
府
及
ギ
リ
シ

ヤ
園
立
銀
行
聞
の
協
定
並
に
一
丸
二
七
年
九
月
十
五
日
大
政
大

臣

Q
Pロ
E
E
氏
に
よ
っ
て
調
印
さ
れ
た
ジ
ナ
不

Z
V議
定

寄
附
録
第
三
及
第
四
に
依
る
規
定
成
り
、
従
来
ギ
リ
シ
ャ
闘
立

"， J 

銀
行
の
有
し
た
後
歩
上
の
特
棉
は
取
泊
さ
れ
、
新
民
ギ
リ
シ
ャ

銀
行

(
U
回

E
A
z
t
Q
m
n
o
)
た
る
名
綿
を
有
す
る
一
銀
行

が
創
設
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
と
の
規
犯
は
一
九
二
七
年
十
月

十
七
日
ギ
リ
シ
ャ
政
府
及
ギ
リ
シ
ャ
図
立
銀
行
の
代
表
者
に
よ

奥へで J，たのて.ある在い位れでゐる。
ruにiElliiに云へば金Eは金属替に党換するも白てある。拙稿、紐概論議、第
二八巻、第四娘、七六頁多聞3

3) Cfr. E>l Tsoud~r.os.- La ßãnq~，e. de G止ceet la stabil isation de m dra. 
chme 【Revued'ecollomie 'pohtique. N，! 5・4?DAnnee). Cafar時 nis，
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っ
て
調
印
せ
ら
れ
、
途
に
一
九
二
七
年
十
一
月
十
日
の
法
令
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
。
己
の
新
訟
令
。
川
町
ち
新
ギ
リ
シ
ャ
銀
行

の
定
款
を
規
定
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
o

新
銀
行
は
金
ギ
H
シ
ヤ
に
到
し
て
銀
行
晶
件
費
行
の
完
全
在
る

特
棋
を
興
へ
ら
れ
る
止
共
に
、
商
業
忙
従
事
す
る
は
勿
論
、
共

の
形
式
の
如
何
を
問
は
宇
商
工
業
共
他
山
企
業
に
参
加
し
て
直

接
利
保
に
拠
る
己
主
》
禁
止
さ
れ
て
ゐ
る
。

同
銀
行
は
株
式
銀
行
で
あ
っ
亡
モ
の
綿
裁
は
株
主
拙
曾
之
を

選
任
し
そ
の
任
期
は
五
年
で
あ
る
u

存
州
制
則
川
は
一
九
七

C
年

十
二
月
末
日
迄
で
あ
る
が
法
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
品
加
株
ヨ
惚

a
 

'W
の
決
議
に
基
き
更
に
之
を
延
長
す
る
と
と
を
得
る
。
銀
行
器

の
稜
行
に
開
附
す
る
特
棋
は
原
則
と
し
て
一
丸
六

O
年
十
二
月
末

日
起
に
限
ら
れ
て
居
る

Q

此
期
限
後
に
於
て
も
、
法
律
に
依
っ

て
該
特
械
が
停
止
さ
れ
た
い
映
り
は
、
依
然
と
し
て
存
税
す
る

も
の
で
あ
る
o

倫
ほ
此
停
H
は
法
律
に
依
っ
て
定
め
ら
れ
た
る

後
三
ヶ
年
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば

そ
の
放
力
を
愛
生
し

た
い
。
尤
も
此
特
楳
は
も
し
銀
行
が
共
銀
行
品
悼
の
金
使
値
E
安

定
せ
し
め
得
な
い
時
に
於
て
は
何
時
た
り
・
と
も
停
止
さ
れ
る
も

雑

録

ギ
リ
シ
ャ
白
新
設
探
鉱
行
に
就
い

τ

の
で
あ
る
。
従
っ
て
同
銀
行
が
先
づ
第
一
に
た
す
べ
き
事
は
央

紙
幣
の
金
慣
純
を
安
定
せ
し
め
る
儒
に
必
嬰
た
手
段
を
採
る
事

で
あ
る
。
同
銀
行
は
共
定
款
の
範
囲
内
に
於
て
ギ
リ
シ
ャ
の
貨

幣
及
信
用
に
剥
し
て
統
制
を
行
ひ
、
品
川
泊
紙
幣
制
比
一
世
梯
嬰

を求
と保制
の千j 1i: 
殺し加
がたへ
準け た
tiit tLる
に lまも
はたの
ニら L

った百
のい 、 分
方 。叫の

，.1 ULJ 
が十
数 K
〈 相

ら'i'"
れす
るる
。後

第 主戸

戸話

金
貨
及
金
地
金
で
あ
り
、
第
ご
は
銀
行
の
所
有
よ
る
金
外
闘
錦

替
手
形
で
あ
る
o
E
L
K
金
外
閣
待
替
手
形
と
い
ふ
の
は
失
の

事
在
意
味
し
て
ゐ
る
。
そ
の
第
一
は
外
闘
中
央
銀
行
に
於
て
銀

行
信
用
と
し
て
有
す
る
残
高
‘
第
二
は
則
同
三
ヶ
月
に
し
て
少

く
も
支
抑
能
力
あ
る
こ
人
の
署
名
あ
る
外
岡
一
筋
替
手
形
に
依
つ

て
保
越
さ
れ
た
話
替
手
形
、
第
三
は
犬
賊
省
掛
川
察
、
及
之
に
準

中
'
べ
曹
三
ヶ
月
満
則
自
共
仙
外
岡
政
府
税
恭
ζ
れ
で
あ
る
。

政
府
は
銀
行
の
請
求
に
よ
り
共
幾
行
銀
行
券
に
封
す
る
百
分

の
四
十
の
準
備
読
務
を
兎
除
す
る
と
占
が
で
宮
る
。
但
し
己
白

場
合
、
銀
行
に
針
し
政
府
は
準
備
白
減
少
に
閥
し
て
了
五
バ

ー
セ

Y
ト
よ
り
一
二
パ
l
セ

Y
ト
に
至
る
致
行
枕
を
納
付
せ
し
め

第
二
十
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雑

録

ギ
リ
シ
ャ
白
新
設
券
銀
行
に
就
い
て

る
も
の
で
あ
る
。
と
の
菟
除

ω
馴
聞
は
第
-
回
に
於
て
三
十
日

を
超
幽
す
る
と
と
を
得
た
い
。
叉
共
筏
史
に
延
期
日
ぼ
れ
る
時
は

十
五
日
を
超
過
す
る
己
主
を
得
た
い
も
の
で
あ
る
。
市
問
ほ
銀
行

&p. ):1日
← 司L
パ桂F
l は
ぺ~，
ン ι〉

ト訪
日|三jく

!こを
る J止
と 11¥
とf"
をる
盃与に
す 先
る :u:
もち
~) rb~ 

で〈
あも
る\，~
01:1);， I 

'JI 

2存
在

ギ
リ
シ
ャ
銀
ね
山
日
投
行
す
る
銀
行
公

μ
ギ
リ
シ
ャ
会
慨
に
於

て
共
緋
耐
力
を
布
す
る
。
削
ち
共
銀
行
法
は
政
府
、
合
刑
、
私

人
に
依
り
名
制
使
館
を
以
て
共
依
務
相
叶
叫
聞
に
充
て
ら
れ
る
も
白

で
あ
る
。

ギ
り
シ
ヤ
政
府
は
食
器
銀
行
に
認
め
た
特
憾
の
存
続
す
る
限

り
、
十
ド
ラ
ク
ム
以
下
白
金
仰
の
初
防
貨
幣
E
除
く
外
は
、
如

何
た
る
日
間
類
の
貨
幣
を
も
総
均
し
又
は
改
鋳
せ
ざ
る
と
と
を
秘

め
て
ゐ
も
ま
た
政
府
が
十
ド
ラ
ク
ム
以
下
の
貨
幣

E
流
通
せ

し
め
る
と
き
は
、
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
は
流
泊
上
よ
り
務
削
組
二
十

ド
ラ
ク
ム
以
下
の
銀
行
先
を
引
上
げ
且
つ
之
に
劃
し
て
は
赤
凶

傾
二
十
ド
フ
ク
ム
以
上
の
銀
行
記
悼
を
以
て
代
へ
る
。
十
及
五
ド

一
フ
タ
ム
の
遊
行
貨
幣
州
酬
は
故
近
の
閤
勢
調
布
人
口
広
到
し
一
人

常
り
百
ド
ラ
グ
ム
を
超
過
す
る
己
主
主
件
な
い
。
共
他
の
貨
幣

第
二
十
八
巻

第
主
規

一λ 

七
七
四

の
議
行
額
は
一
入
賞
り
二
十
ド
ラ
ク
ム
を
超
過
し
符
な
い
。
十

及
五
ド
ヲ
タ
ム
の
貨
幣
は
二
百
ド
ラ
ク
ム
を
超
過
し
な
い
限

り
、
二
及
一
ド
ラ
タ
ム
は
五
十
ド
ラ
ク
ム
を
超
過
し
な
い
限
り
、

そ
れ
以

F
の
も
の
は
十
ド
一
ア
ク
ム
を
超
過
し
な
い
限
り
、
夫

主
法
貨
で
あ
る
。
此
規
定
の
例
外
は
岡
印
に
到
し
て
如
何
た
る

州
制
に
も
制
限
詰
れ
る
に
止
な
く
て
納
付
す
る
椛
利
k
有
す
る
ギの

リ
シ
ヤ
銀
行
に
釘
し
て
白
み
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
忙
過
ぎ
な
い
。

一
九
二
七
年
十
一
月
二
十
五
日
の
ギ
リ
シ
ャ
議
曾
に
依
ワ
て

認
め
ら
れ
た
法
令
。
規
定
す
る
と
己
ろ
に
よ
れ
ば
、
ギ

'hvヤ

に
於
る
貨
幣
阜
位
mu

名
稲
は
従
来
拍
り
ド
ラ
タ
ム

2
2
0ゴ
ヨ
巾
)

で
あ
る
。
そ
の
金
倒
備
は
切
下
げ
ら
れ
た
が
そ
の
械
倒
が
正
式

に
認
め
ら
れ
た
の
は
一
丸
二
八
年
五
月
十
二
H
公
布
の
法
律
に

依
っ
て
ピ
あ
る
。
偵
純
切
下
げ
前
K
於
る
金
合
有
量
は

0
・一一

九
O
三
二
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
が
、
切
下
げ
に
依
る
ド
ラ
ク
ム
の

金
含
有
設
は
純
金

0
・
0
一
丸
五
二
六
=
一
四
グ
ラ
ム
で
あ
わ

J

、

従
来
の
含
有
量
の
約
十
五
分
の
一
に
柑
首
す
る
。

Art. 2. des slaluts 
Aτt. 4. des stat凶.，
Art. 6c. des statuts 
Art. 62. des statuts 
Art. 63. des statuts目

ヤ}
自}
0) 
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11) 



同
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
の
業
務
開
始
は
一
九

-
一
八
年
五
月
十
四
日
で
あ
り
、
と
の
日
以
来
同
銀
行
は
共
定
款

の
定
む
る
ー
と
と
ろ
に
従
ひ
ギ

H
シ
ヤ
銀
行
株
裁
の
ι

定
め
た
割
合

忙
於
T
共
銀
行
裁
を
金
外
凶
科
目
替
手
形
」

J

史
的
問
す
ベ
堂
義
胞
を

冶
す
る
も
の
で
あ
る
。
向
ほ
と
の
規
定
か

ιし
て
札
口
止
め
ら
れ
た

と
と
は
、
第
一
に
は
銀
行
が
質
問
見
す
べ
き
常
替
は
ロ
ン
ド
ン
向

川
品
川
廿
で
あ
る
ー
と
い
ふ
と
在
、
第
一
↑
付
英
同
の
砂
の
M
T
似
は
金

ι

依
る
ド
ラ
ク
ム
に
挑
算
す
る
ん
二
砂
=
一
七
百
ド
ラ
ク
ム
に
営
る

と
と
、
第
三
に
は
ロ
ン
ド
y
向
筑
替
の
賀
川
目
恨
怖
は
、
と
の
平

慨
に
釘
し
で
ア
テ
ネ
」
り
ロ
ン
ド

y
に
歪
ゐ
金
の
逝
設
費
削
ち

六
エ
ハ
七
パ

l
ミ
ル
又
は
二
・
五
ド
ラ
ク
ム
を
加
除
せ
呂
も
の
で

あ
る
。
削
ち
訪
に
つ
い
て
云
へ
ば

一
儲
一
一
-
じ
一
一
・
五
ド
ラ
ク

ム
の
訓
で
w
H
ひ、

七
七
・
五
ド
一
フ
ク
ム
で
山
口
ら
泣
け
れ
ば
訟

ら
な
い
。
と
の
意
味
に
於
て
ギ
リ
シ
ャ
は
五
に
金
需
緯
本
位
を

採
川
し
た
の
で
あ
る
。

貸
格
M
同
値
安
定
率
止
し
て
咽
措
定
さ
れ
た
も
の
は
最
近
二
年
聞

に
於
る
賀
際
白
篤
替
相
場
に
迂
い
も
白
で
あ
る
。
ロ

Y

F

Y
に

於
る
平
均
矯
替
相
場
は
、

一
九
二
六
年
に
於
て
三
八
六
・
五
戸

雑

銑

ギ
リ
シ
ャ
目
新
設
券
融
行
に
就
い
て

ラ
ク
ム
、

一
丸
一
一
七
年
に
於
て
三
六
八
・
五

F
ヲ
タ
ム
、
新
貨

幣
制
度
制
定
に
先
立
つ
問
ヶ
月
間
に
於
て
三
六
九
・
五
ド
ラ
ク

ム
で
あ
っ
た
。
と
の
一
園
経
掛
に
於
て
久
L
く
探
附
さ
れ
た
勾

都
水
準
一
-
V
L
M
開
準
ー
と
し
て
決
出
正
せ
る
制
A
H
は
、
少
〈
も
そ
の
事
業

に
し
て
健
全
在
る
限
り

と
の
安
定
率
に
上
っ
て
革
大
な
る
影

瑚
骨
を
笠
宮
起
す
占
は
考
へ
ら
れ
訟
い
。

巳
に
也
会
ヘ
た
事
仙
の
下
収
決
定
さ
れ
た
ド
一
フ
ク
ム
の
金
似
他

を
維
持
す
る
得
に
、
ギ

p
シ
ヤ
銀
行
は
共
発
行
銀
行
出
砕
を
ば
金

叉
は
外
図
震
強
手
形
に
制
し
て
交
換
す
る
。
か
〈
て
約
五
十
年

に
一
旦
っ
て
行
は
れ
た
ギ

H
シ
ヤ
の
強
制
泊
用
制
度
は
山
阻
止
さ
れ

る
に
五
っ
た
の
で
あ
る
。
と
の
先
換
を
保
持
す
る
翁
に
ギ
リ
シ

ヤ
銀
行
は
、
銀
行
品
悼
の
提
示
嬰
求
あ
る
時
は
己
に
述
べ
た
割
合

に
於
で
金
支
は
金
本
位
岡
宛
の
外
岡
鴬
替
手
形
を
以
て
交
換
す

る
の
義
務
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
o

但
し
此
の
要
求
は
ア
テ
ネ

に
於
右
手
リ
hv
ヤ
銀
行
本
庇
に
封
し
て
の
み
行
は
れ
る
刊
の
で

あ
り
、
金
調
も
一
一
向

r
ラ
ク
ム
以
上
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。

四

第一一

+λ
容

第
五
税

丸

七
じ
五

Art. 64. des statllts 
Art. 3. des statu!s 
Art. 7. du decret-Ioi dn gOllvernement.hellen.iqu!: en Jate du IQ novem-
bre 1927・all.sujetde la nouvel}e "Banque .de-G品ce.， 
Art. ir. du decret-loi en dale du 10 novemb日 1927.
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轄

錐

ギ
リ
シ
ャ
町
新
設
且
骨
組
行
に
就
い

τ

次
に
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
が
業
務
開
始
白
日
に
於
る
欣
磁
を
示
す

第
二
十
λ
繕

七
七
大

第
五
貌

O 

第

表

た
め
に
そ
の
時
に
於
る
同
銀
符
週
報
を
摘
げ
る
。

η
 

岨

f
F
V
ヤ
銀
行
週
報
〈
一
九
一
一
八
年
五
月
十
四
日
〉

貸

方・

(
単
位
百
高
ド
ラ
ク
ム
)

金
貨
及
金
地
金
・
:
:
-
-
-
-
-
:
・

:
:
:
:
λ
じ
六

金
外
側
斜
替
手
形
:
:
・
:
;
・
-
:
:
一
-
-
-
:
一
ニ
二
丸
一

(
定
款
銘
六
十
二
峰
に
よ
る
)

比
八
他
白
再
阻
斜
替
手
形
司
・

--EE-----.
‘

-

九

補
助
貨
幣
:
:
;
:
:
:
・
・
・
・
:
・
:
:
ー
ー

内
同
錨
替
手
形

A
約
束
手
形
:
:
-
-
:
:
:
:
四
九

商
品
構
手
形
:
・
:
;
:
:
:
:
・
-
-
-
四
九

六
臓
省
賠
勢
:
:
:
:
:
:
-
一

:
:
iー
ー

貸
刊γ

ラ
タ
ム
に
よ
る
償
問
岨
:
町

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l
i
l

政
府
・

E
:
:
・
・
・
-
・
・
:
・
:
-
-
-
-
:
ー
ー

其
仙

:
-
E
E
-
-
-
;
-
-
E
E
-
-
-
-
-

件
闘
銘
替
手
形

ιよ
る
償
越
:
・
:
・

:
:
1
1

闘
倒
・
:
・
・
:
・
:
・
:
-
-
-
ニ
一
、
ヒ
五
九

投
資
-
・
・
・
・
・
・
・
:
-
-
:
:
:
:
:
:
・
・
l
l
h

銀
訂
不
動
川
uA
引
器
:
-
:
・
;
・
:
・
:
:
ー
ー

其
他
財
産
:
:
:
・
-
・
:
・
:
:
:
:
:
:
:
:
回
二

計
;
:
:
:
:
・
:
・
:
:
:
:
:
:
:
:
;
七
、
九
二
六

{昔

1f 

(
単
位
百
時
V
ヲ
グ
ム
)

抑
込
資
本
金
-

E

・E

・
-
・
:
-
-
-
-
-
:
-
-
-
一
・
:
-
-
-
-
四
C
O

積

立

金

:

・

・

・

・

:

・

・

・

:

ー

ー

一
般
尉
立
金

-
-
:
-
-
-
-
-
:
1
l

特
別
樹
立
金
・
-
-
-
-
:
・

E・
E・

-
E
j
・
:
:
i
1

柿
通
航
僻
回
目
曲
巴
町
:
:
;
・

-
:
:
-
E
0
・
凹
、
八
六
三

ド
ラ
タ
ム
に
よ
る
共
他
質
抑
製
事
制

交
互
制
定
及
間
金
勘
日
記

政
府
勘
定
・
・
:
:
:
:
:
・
:
・
点
『
'
大

銀
行
削
定
一
-
・
;
-
・
:
九
六
凹

其
他
勘
定
:
:
:
-
:
:
-
-
'
・
A
九
一

銀
行
手
形
、
ご
描
抑
手
形
;
・
・
:
一
一
、
軍
一
一
一

V
ラ
ク
ム
に
よ
る
定
期
預
金
:
:
-
:
・
-
・
ー
ー

政

府

制

定

:

:

:

・

:
-
-
-
-
-
-
E
'
|
|

銀
行
勘
定
・
・
:
:
:
:
:
・
・

:
E
:
:
1
l

H
他
則
定
・
・
・
:
:
:
:
;
-
:
・
-
-
-
:
・
・

l
l

M

什
闘
将
砕
手
同
製
求
甑
・
:
:
:
:
:
:
一
一
ニ

金
外
刷
出
符
手
形
:
:
・
:
:
-
-
-
一

O
三

廿内他
M

叶
幽
北
替
手
形
・
・
・
-
-
:
-
・
;
九

共
他
弾
求
翻
:
:
・
:
:
:
:
・
:
:
・
:
;
・
:
一
ニ
O

計
-
-
:
:
・
:
・
・

E
:
:
:
:
:
・
:
・
七
、
丸
二
六

Art. .5. de5 sta!uls 
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倫
ほ
一
九
二
七
年
十
月
二
十
七
日
白

O
A
ネ
エ
ザ
議
定
書
附

銭
円
規
定
に
上
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
閤
立
銀
行
に
依
っ
て
新
銀
行

に
引
渡
さ
る
べ
き
貸
方
に
於
る
稜
券
準
備
刻
は
、
ギ
リ
シ

f
銀

行
が
そ
の
業
務
悶
始
の
時
に
於
て
、
共
首
日
の
流
姐
銀
行
券
繭

及
一
飽
梯
要
求
舗
の
利
に
到
し
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
宮
下
ら
ざ
る

が
如
音
制
た
る
べ
き
己
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
己
の
一
路
挽
要

求
額
と
流
通
銀
行
録
制
』
の
和
K
到
す
る
金
及
金
一
為
替
手
形
制

り。
で単
あ備
る曹l
。'"合

を
tf 
前

車
f昔
岱J
照
表
2亡
よ
そ〉

て
見
る
/L 

次
q:; 

活

外企
闘
錨
替:
手
Jft 
盛
号l
劃一-義舛手貸

引間形方
る鶴よ企
も替り外・
白手借間・

: 形方1同・(
日・ 2

百

九 O 入:
穴 λ 七;日
三七六よ

計
紙
幣
:
:
:
・
-
-
-

回
、

λ
六

ド
ヲ
ク
ム
に
依
る
共
他
白
二
宜
抑
制
世
求
額
-
:
一
一
、
五
二
一

計
・
・

:
:
:
-
-
:
:
:
:
:
:
:
E
E
・
:
七
、
三
八
四

轄

量主

ギ
リ
シ
ャ
白
新
設
静
銀
行
に
就
い
て

こ
れ
に
よ
る
主
流
通
銀
行
然
額

t
v
ラ
ク
ム
に
依
る
共
他

出
耳
梯
要
求
額
と
の
和
に
釘
ず
る
単
備
制
酬
の
削
ム
ロ
は
五
一
号
六
パ

ー
セ
Y

ト
で
あ
る
。
も
し
阜
に
流
通
銀
行
先
額
の
み
に
封
ず
る

ゐ
る
。

準
備
頼
。
割
合
に
至
つ
て
は
八
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
注

L
℃

倫
ほ
業
務
開
始
以
後
同
年
十
月
に
至
る
ギ
リ

U
W銀
行
週
報

の
一
示
す
準
備
割
合
を
事
ぐ
れ
ば
弐
の
如
〈
で
あ
る
町

年
月
日

}
九
二
八
年

六
月
十
五
日

同
六
月
三
十
日

同
七
月
十
四
日

同
七
月
叶
一
日

同
λ
月
十
五
日

同
入
月
叶
一
日

同
九
月
十
五
日

同
九
月
サ
九
日

同
十
月
十
五
日

第
二
十
八
巷

枕
語
紙
融
市
制
に

謝

す

る

準

備

{
パ
ー
セ
ン
ト
)

七
六
-
h

七
百
・
O

凡
凹
・
λ

七=-・玉

六
λ

七
0
・
三

七
七
七

備唖流
つ事油
i制枇
h に幣
ご劃制
工すll:.
4る支

準挽

玉
=
7
E

五
三
-
六

五
ニ
・
凹

五
て
λ

，、
ブL

五

0
・E

Sllpra， p. 133Q・
Supra. p. J 340 

h

七・
λ

E
0・
ご

不
じ
・
五

五E
ニ・五

五
三
・
}
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雑

錨

ギ

9
u
h
γ

白
輯
血
車
券
銀
行
に
就
い
て

右
割
合
に
於

τ八
月
末
迄
織
観
的
に
単
備
割
合
の
減
少
せ
る

は
、
元
副
市
ギ
リ
シ
ャ
に
於
て
は
九
月
末
迄
は
外
閣
待
替
手
形
供

給
の
少
い
時
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
外
閤
渇
替
に
劃
す
る
要
求

別
で
あ
る
と
い
ふ
事
貨
に
よ
る
も
由
で
あ
る
。
何
れ
に
し

τも

そ
の
増
備
前
合
は
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
過
し
亡
ゐ
る
。

上
辿
の
貸
借
割
問
茨
比
於
て
閣
僚
は
=
一
、
七
五
九
曲
目
雨
戸
ラ

ク
ム
を
示
し
て
ゐ
る
。
己
目
金
額
は
ギ
リ
シ
ャ
阿
立
銀
行

ι封

す
る
奮
闘
償
問
、

一
七
三
・
百
禽
F
ラ
ク
ム
巾
よ
り
友
の
も
の

主
控
除
せ
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
は
閤
際
聯
胞
の
援
助
に
よ
り

ロ
ン

F
Y
に
於
て
一
九
二
八
年
一
月
募
集
せ
る
六
・
五

O
O百

高
ポ
ン

r
o公
債
か
ら

9
7ネ
エ
ヴ
議
定
書
附
録
第
三
に
依
つ

℃
認
め
ら
札
た
=
一
・
百
寓
ポ

Y
F
に
相
営
す
る
F
ラ
グ
ム
額
、

第
二
は
柿
助
貨
幣
内
食
行
栴
備
と
し
亡
政
府
が
預
託
せ
る
銀
償

額
、
第
三
は
一
九
二
三
年
五
月
政
府
が
銀
行
先
後
行
準
備
と
し

て
ギ
リ
シ
ャ
岡
立
銀
行
に
飼
託
せ
る
令
指
綱
、
第
四
は
コ
ロ
=
国

法
に
よ
る
殻
泰
稽
備
額
己
れ
で
あ
る
。

此
の
控
除
は
一
丸
一
五
年
及
一
丸
二

O
年
の
法
律
に
基
き
、

金
及
び
ギ
リ
宇
ヤ
図
立
銀
行
が
そ
の
殻
器
準
備
・
と
し
て
充
用
せ

第
二
十
λ
巻

第
五
捜

一
一ー

七
七
λ

る
ギ
リ
シ
ャ
政
府
霞
券
に
封
し
て
は
泊
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
と
の
曲
中
備
舗
は
八
千
三
百
高
金
フ
ラ
ン
で
あ
り
、
貨
幣

慌
値
安
定
に
依
る
再
評
慌
に
上
れ
ば
共
闘
に
於
て
千
百
寓
ド
ラ

ク
ム
の
利
誌
を
溜
ら
す
も
白
で
あ
る
。
従
っ
て
己
主
に
此
準
備

及
利
益
を
中
心
主
し
て
ギ
リ
シ
ヤ
政
界
並
び
に
財
界
に
於
て
激

し
い
論
争
が
行
は
れ
た
。
或
者
は
先
例
並
ぴ
比
外
国
O
例
に
倣

内
此
利
益
を
政
府
の
も
の
と
し
銀
行
に
封
ず
る
政
府
債
務
白

柚
叶
済
に
充
つ
べ
き
で
あ
る
と
読
者
、
他
。
者
は
此
曲
中
備
は
ギ

F

シ
ヤ
闘
立
銀
行
白
所
有
に
麗
し
銀
行
は
之
ψ
共
資
金
に
依
ワ
て

獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
従
っ
て
貨
幣
倒
値
安
定
よ
り
生
十

る
利
併
は
ギ
リ
シ
ャ
園
立
銀
行
に
崩
す
べ
き
も
D
で
あ
る
己
主

主
主
張
し

τゐ
る
。
事
質
上
に
於
て
は
一
九
二
八
年
二
月
=
一
日

ギ
り
シ
ヤ
闘
立
銀
行
及
ギ

p
u
f
政
府
の
問
に
協
定
を
行
っ
た

白
で
あ
る
が
、
更
に

4
2
R
-
s
政
府
に
至
っ
て
此
協
定
は
再

制
在
の
要
あ
り
止
綿
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

政
府
が
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
及
ギ
り
シ
ヤ
図
立
銀
行
陀
射
す
る
債

務
償
還
は
弐
の
如
き
も
の
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
と
止
に
決
定
さ

れ
た
。



一
、
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
業
務
開
始
後
最
初
白
二
年
間
は
年
々
一
一

億
ド
ラ
ク
ム
、
共
後
は
三
億
ド
ラ
ク
ム
。

二
、
補
助
貨
幣
錦
地
K
際
し
政
府
の
牧
得
す
る
利
益
。

、
ギ
リ
シ
ャ
闘
立
銀
行
に
依
っ
て
支
抑
は
る
べ
き
お
政
府

諸
税
及
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
。
利
益
に
封
し
政
府
の
介
配
に
興
る
ベ

き
街。t

趨
白
諸
M
M
源
よ
り
生
右
y
る
鳩
舗
は
雨
銀
行
間
忙
於
て

印
ち
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
に
制
し
て
は
三
分
の

ギ
リ
シ
ャ
闘
立

Q 銀
。よめ行

tc 
!N 
し
て
は

分
の

の
害IJ
J合、
口

主
主l
て
夫
主

分
白日

さ

れ

軍

以
上
述
べ
た
如
く
ギ
り
シ
ヤ
銀
行
は
、
共
官
款
の
定
む
る
と

こ
る
に
依
り
、
ギ
リ
シ
ャ
に
謝
す
る
貨
幣
及
信
用
に
闘
す
る
統

制
を
行
ふ
。
と
の
目
的
か
ら
し
て
稜
雰
銀
行
の
規
定
に
於
て

般
に
認
め
ら
る
h
方
法
の
外
に
、

E

次
の
如
き
特
殊
た
方
法
が
規

定
さ
れ
る
。

一
、
ギ
明
シ
ヤ
閤
立
銀
行
は
大
減
省
に
到
し
首
該
月
末
後
最

雑

総

ギ
叫
男
シ
キ
由
新
琵
揮
銀
行
に
就
い
て

そ
く
も
十
日
以
内
に
政
府
と
白
協
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
形

式
に
従
ひ
共
勘
定
月
表
を
提
示
す
る
と
占
d

二
、
政
府
は
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
に
封
し
て
上
油
の
諸
表
の
窮
し

を
交
附
し
且
各
銀
行
に
閥
ザ
る
数
字
を
示
し
上
越
諸
去
の
概
表

を
官
報
に
掲
載
す
る
と
ル
」
叫

三
、
ギ
リ
シ
ャ
閏
立
銀
行
は
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
に
釣
し
て
共
勘

定
を
開
く
己
主
、
但
し
共
毎
日
残
高
は
、
ギ

H
シ
ヤ
銀
行
の
本

支
屈
を
有
す
る
土
地
位
於
て
、
夫
主
下
ラ
ク
ム
托
依
る
首
陸
新
出

金
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
ら
ざ
る
額
た
る
べ
き
と
占
。
此
方
法

悦
共
他
の
銀
行
に
劃
し
で
も
欄
張
さ
れ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ

M
齢

る。
四
、
政
府
の
銀
行
勘
定
及
残
高
低
(
公
企
哉
勘
定
も
亦
之
に

含
ま
る
〉
す
べ
て
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
に
封
し
て
開
く
と
在
。

五
、
政
府
は
政
府
及
公
企
業
の
牧
支
勘
定

E
ギ
リ
シ
ャ
銀
行

に
集
中
す
る
己
と
。

此
の
集
中
は
次
の
方
法
に
依
っ
て
行
は
れ
る
。

〉ィ
、
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
の
削
設
占
共
に
同
銀
行
は
此
集
中
主
行

(
 

ム
。
此
際
問
納
官
吏
は
此
の
如
き
牧
支
に
嵐
す
る
取
扱
ひ
に
封

第
二
十
λ
巻

七
七
九

第
五
組

一
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報

依

ギ
P
シ
ヤ
由
競
遊
歩
銀
行
に
就
い
て

し
て
責
任
を
有
し
曾
計
検
奈
院
に
射
し
て
共
責
に
任
宇
る
も
の

で
あ
る
。

此
改
正
の
結
果
、
別
納
官
史
忙
依
っ
て
認
め
ら
れ
た
牧
支
は

之
を
ギ

p
v
ヤ
銀
行
忙
移
し
且
つ
図
家
の
あ
ら
ゆ
る
財
産
を
ギ

ロ
シ
ヤ
銀
行

ι集
中
す
る
も
の
で
あ
る
。

ロ
、
此
第
一
次
の
改
正
が
行
れ
た
後
に
於
て
、
暗
闇
算
の
賀
施

比
一
蹴
係
の
た
い
各
極
的
一
一
閣
時
勘
史
此
次
第
虻
ギ

H
シ
ヤ
銀
行
に

移
さ
れ
る
や
う
忙
友
る
。
此
等
の
勘
定
中
最
も
重
要
た
る
も
の

は
、
預
金
々
廊
勘
定
、
特
別
金
庫
勘
定
、
市
町
村
預
金
勘
定
及

各
種
安
互
計
算
勘
定
で
あ
る
。

此
の
ロ
の
改
E
段
階
は
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
の
創
設
後
一
島
そ
〈
も

=
年
以
内
に
於
て
行
は
れ
る
や
う
で
あ
る
。
此
段
階
は
大
賊
省

勘
定
に
於
て
は
諌
算
の
宜
施
勘
定
の
み
を
存
せ
し
め
、
企
業
の

性
質
其
も
の
に
従
っ
て
共
宜
施
の
経
過
に
伴
ふ
報
告
を
護
表
せ

古1 し
、め
必 る
十も
官の
施で
苫あ
るる
べ。

吉正t
もの
の集

Z実
るは
。'201)目

下
単
備
中
-c: 
あ
る

六

第
二
十

A
巻

第
五
艇

四

七
λ
0

惟
ム
に
世
界
戦
争
後
九
於
る
ギ
リ
シ
ャ
の
通
貨
の
下
落
を
示

し
た
足
跡
は
、
周
勢
貧
弱
た
る
闘
の
辿
る
ぺ
昔
識
を
示
せ
る
一

の
模
型
で
あ
る
。
そ
と
に
は
内
飢
外
冠
相
拙
聞
け
る
結
果
、
回
家

し
か
も
陸
続
主
し
て
小
ア
ジ

財
政
の
著
し
い
澗
渇
比
つ
ぐ
に
、

ヤ
方
面
よ
り
蹄
来
せ
る
避
難
者
の
救
済
問
題
が
あ
っ
売
。
政
府

政
此
間
鰍
洲
諸
閣
の
例
に
倣
ひ
財
政
白
鞍
現
緊
縮
よ
り
も
徒
に

描
貨
の
膨
脹
を
お
ワ
た
己
主
同
町
議
虻
ギ

w，、
v
hー
を
し
て
今
日

あ
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

今
E
t
-
-
K
闘
際
聯
盟
財
政
委
員
食
の
後
援
の
下
比
、
ギ
リ
・
v

ヤ
銀
行
は
ぬ
来
の
ギ

H
シ
ヤ
闘
立
銀
行
主
陵
止
し
て
新
に
段
立

せ
ら
れ
、
ド
ラ
ク
ム
の
貨
幣
債
他
を
安
定
し
て
と
の
箇
離
に
普

廃
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
機
構
は
旨
吾
E
由
巳
宮
町
卿
も
云
ム

m
 

如
く
犬
鱒
忙
於
で
最
も
近
代
的
に
し
て
中
央
銀
行
を
研
究
せ
ん

-
と
す
る
者
に
止
っ
て
極
め
て
興
味
深
き
も
の

E
あ
る
と
い
ム
ペ

膏
で
あ
る
。
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